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第１章 計画の概要                              

 

１ 計画策定の目的                                   

  

 本計画は、平成 29 年 6 月に策定した「館山市公共施設等総合管理計画」を推進するため、建築

系公共施設の劣化状況等を把握し、今後の施設方向性を定めることで、改修・更新費用の平準化

や維持管理経費縮減、施設の再配置等に資することを目的としています。 

 

２ 計画の背景と位置づけ                                

  

公共施設等の老朽化が顕在化し社会問題となったことから、国は、平成 25 年に「新しく造るこ

と」から「賢く使うこと」への転換を柱とした「インフラ長寿命化計画」を策定し、平成 26 年に

は、地方公共団体に対して人口予測なども踏まえた中長期的な視点による「公共施設総合管理計

画」の策定を要請しました。 

これを受け、本市では、平成 29 年 6 月に「館山市公共施設等総合管理計画」を策定し、個別施

設ごとの具体的な対応方針を「個別施設計画」として定めることとしています。 

 

 

（計画の位置づけ） 
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３ 計画の期間について                                 

 

「令和４年度（2022）～令和 18 年度（2036)」の 15 年間とし、本書ではその第 1 期計画とし

て令和 13 年（2031）までの工程を示すこととします。 

（計画の見直しについては第 5 章３参照） 

 

４ 計画の対象施設                                   

 

No. 施設名称 所在地 

1 北条海岸南休憩所 北条 2307-5 地先 

2 北条海岸三軒町休憩所 北条 2307-18 地先 

3 ビーチクリーナ車庫 正木 4304-2 

4 ビーチクリーナ車庫倉庫 館山 96-33 地先 

5 那古海岸公衆トイレ 那古 1672-18 

6 八幡海岸公衆トイレ 八幡 821-2 地先 

7 三軒町海岸公衆トイレ 北条 2307-34 地先 

8 北条海岸地域リーダー公衆トイレ 北条 2541-1 地先 

9 新井海岸公衆トイレ 館山 1510-19 地先 

10 波左間海岸公衆トイレ 波左間 548-6 地先 

11 坂田海岸公衆トイレ 坂田 352-2 地先 

12 相浜海岸公衆トイレ 相浜 170-6 

13 布良海岸公衆トイレ 布良 1132 地先 

14 船形堂の下公衆トイレ 船形 848-2 他 

15 那古寺境内公衆トイレ 那古 1674 

16 八幡神社脇公衆トイレ 八幡 501-14 

17 洲崎公衆トイレ 洲崎 861-1 他 

18 平砂浦公衆トイレ 布沼 1209-149 

19 ふれあいショップ平砂浦脇公衆トイレ 大神宮 152-1 
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第２章 施設マネジメント                                

 

１ 老朽化の現状                                    

≪簡易評価≫ 

施設名称 
耐用 

年数 

築 

年数 

屋根 

屋上 
外壁  

内部 

仕上げ 

電気 

設備 

機械

設備 

健全

度 

北条海岸南休憩所 41 62 D D D C C 18 

北条海岸三軒町休憩所 50 29 A A C B B 71 

ビーチクリーナ車庫 15 39 A C B ― ― ― 

ビーチクリーナ車庫倉庫 17 29 B B B B B 75 

那古海岸公衆トイレ 38 24 D C B B B 59 

八幡海岸公衆トイレ 38 28 D C C B B 46 

三軒町海岸公衆トイレ 38 27 A A C B B 71 

北条海岸地域リーダー公衆

トイレ 
38 29 B A B B B 82 

北条海岸地域リーダー公衆

トイレ機械室 
38 29 A A B B B 84 

新井海岸公衆トイレ 38 9 A B A A A 93 

波左間海岸公衆トイレ 15 8 A B A A A 93 

坂田海岸公衆トイレ 38 25 D D B B B 51 

相浜海岸公衆トイレ 15 11 B A A A A 98 

布良海岸公衆トイレ 34 41 D D C ― ― ― 

船形堂の下公衆トイレ 15 22 B B B B B 75 

那古寺境内公衆トイレ 15 32 B B B B B 75 

八幡神社脇公衆トイレ 15 33 A B B B B 77 

洲崎公衆トイレ 15 8 A A A A A 100 

平砂浦公衆トイレ 15 19 B B A A A 91 

ふれあいショップ平砂浦脇

公衆トイレ 
15 26 C B B B B 72 

※築年数は令和 3 年 4 月１日時点の年数を記載しています。耐用年数超は赤字としています。 

※学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3）に準じて簡易調査及び評価を実施していま

す。 

※調査項目・方法については、解説書に準じ、屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設

備とし、目視、ヒアリング等による調査となります。各調査項目において、A～D の簡易評価を

行い、健全度を算出します。 
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※屋根には軒の出、庇を含みます。外壁にはサッシ類を含みます。電気設備・機械設備は配管類

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3 月）より抜粋） 
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２ 対策の優先順位「点検・修繕、改修、適正配置等の基本的な考え方」                              

 

日常的に不具合箇所の把握に努め、劣化の度合いが小さいうちに対応することで、維持管理経

費の縮減に努めます。 

法定点検による指摘事項等については、速やかな是正に努めます。 

指摘事項や各種調査結果等の是正に係る内容が、修繕や軽微な改修で対応できない場合、利用

者の安心安全を第一に、必要に応じて施設の立入制限等を実施し、関係課及び地元地区等と調整

のうえ、改めて施設の方向性について検討します。 

日常点検等において、利用者に危害を及ぼすおそれや施設運営に支障をきたすおそれが、明ら

かになった場合においても同様とします。 

 

点検名称 対象施設 頻度 根拠法令 

し尿浄化槽法定検査 那古海岸公衆トイレ他 年１回 浄化槽法 

し尿浄化槽保守点検 那古海岸公衆トイレ他 各 施 設

に よ り

異なる 

浄化槽法 

 

次に該当する施設については、施設のあり方を検討し、優先的に施設整備、適正配置等の対策

を行います。 

① 簡易評価による健全度が低い施設 

② 旧耐震基準の施設 

③ 耐用年数を大幅に超過している施設 

 

耐用年数未満の施設（小規模施設）については、定期的な修繕等を実施することにより、耐用

年数以上の使用を目指すものとしますが、屋根・外壁等の安全対策や施設運営上、重要な改修に

ついては、当計画に位置付けます。 
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第３章 基本方針                                      

 

１ 公共施設等総合管理計画の基本方針                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（館山市公共施設等総合管理計画（H29.6 月）より抜粋） 

 

 

 

 

 

公共施設の整備・管理に関する「基本方針」  
 

 

 

一  公共施設の統廃合を実施する  

◇  国・県・民間施設など市内・郡内に所在する全ての施設の全体的

な総量を考慮し「将来人口・利用実態・費用対効果・社会情勢（市

民ニーズ）の変化」を踏まえ、『地区単位』又は『施設分類単位』

にて、公共施設の統廃合を実施する  

 

二  公共施設の機能複合化を実施する  

 ◇  単体的な公共施設の機能を見直し、施設機能の複合化を行い、利

用率の向上を図り、地域コミュニティの活性化・子育て環境の充

実・交流人口の増加などに資する「魅力ある公共施設」への転換

を実施する  

 

三  民間や地域（市民）活力を導入する  

 ◇  これまで提供してきた公共施設における行政サービスは、「真に

行政が主体として担うべき性質のものなのか」という視点に立

ち、民間事業者や市民との協働により、施設の売却・譲渡又は運

営権の委託等を実施する  

※  官民連携については、PPP／PFI など先進自治体の導入事例な

どの調査検討を行い、最適な手法・方策により推進する  



〇個別施設計画の見方

  計画期間

  ・施設方向性：「館山市公共施設等総合管理計画」を踏まえた今後の施設方向性を記載しています。（継続的に検討・協議等を行い、内容を変更する場合があります）

  ・対策内容 ：施設方向性に基づく対策内容を記載しています。（内容や時期が変更となる場合があります）

  ・概算費用（千円）：対策内容に係る概算費用を記載しています。（随時、修正する場合があります）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

建物解体

100 100 0 0 3,817 4,017

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 700

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 350

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 17 50 50 50 50 50 50 50 367

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

394 0 32 100 100 100 100 100 100 100 1,126

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

514 0 14 100 100 100 100 100 100 100 1,228

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 264 100 100 100 100 100 100 100 964

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

屋根改修

2,178 90 324 100 100 100 100 100 100 100 3,292

実施年度

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

北条海岸（南側）にある本公衆トイレは、施設の状態は屋根を除き、比較的良好

のため、「維持保全（維持修繕）」とする。

R4年度に屋根瓦の一部を改修する工事を行い、良好な状態での施設運営を目指

す。

概算費用（千円）

9

R元年度に外壁改修、トイレ洋式化の大規模改修を実施したため、施設の状態は

比較的良好のため、適正な維持修繕を行っていく。

現状では、内装が傷んでいる部分があるため、今後の状況により内装の修繕を検

討・実施していく。
概算費用（千円）

三軒町海岸公衆トイレ

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

8 北条海岸地域リーダー公衆トイレ

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容
6 八幡海岸公衆トイレ

施設方向性（R4～R13） ⑦集約化（集約先）

4

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

対策内容

概算費用（千円）

ビーチクリーナ車庫倉庫

第４章 個別施設計画                                                                                                                                      

備考

R3年度に令和元年房総台風で被害を受けた屋根修繕を行い、施設の状態は比較的

良好のため、適正な維持修繕を行っていく。

現状では、内装が傷んでいる部分があるため、今後の状況により内装の修繕を検

討・実施していく。

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

7

・延床面積：65.87㎡

※北条海岸南休憩所の集約化により82.56㎡の縮減

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）
築年数が経っているが、外壁を除き比較的状態が良好なため、適正な修繕を行っ

ていく。ただし、大規模な修繕が必要となった時点で、今後の施設のあり方（修

繕・解体・リース等）を検討する。

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）
築年数が経っているが、比較的状態が良好なため、適正な修繕を行っていく。た

だし、大規模な修繕が必要となった時点で、今後の施設のあり方（修繕・解体・

リース等）を検討する。

R3年度に令和元年房総台風で被害を受けた屋根修繕と便器の洋式化改修工事を行

い、施設の状態は比較的良好のため、「維持保全（維持修繕）」とする。

R元年度に那古海水浴場を閉鎖したことから、今後、大規模修繕が必要となった

時点で、利用状況を見ながら施設の必要性を検討する。

実施年度

対策内容

計画期間

費用 計

（10年間）

施設名称

北条海岸南休憩所1

費用 計

（10年間）

集約先：北条海岸三軒町休憩所

・延床面積：82.56㎡

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

3
ビーチクリーナ車庫

（市民運動場内）

2 北条海岸三軒町休憩所

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

概算費用（千円）

施設方向性（R4～R13） ⑦集約化（解体）

5 那古海岸公衆トイレ

検討

修繕

修繕

修繕

修繕

修繕

修繕

修繕



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

246 179 217 100 100 100 100 100 100 100 1,342

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

100 64 0 100 100 100 100 100 100 100 864

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 49 0 100 100 100 100 100 100 100 749

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 700

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
修繕（検討・協議） 建物解体 - - - - - - - -

0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 660

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 700

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 700

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

100 13 24 100 100 100 100 100 100 100 837

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

大福寺（崖観音）下にある本公衆トイレは、施設の状態は比較的良好のため、

「維持保全（維持修繕）」とする。

築年数は経過しているが、今後も維持修繕を行い、良好な状態での施設運営を目

指す。

施設方向性（R4～R13）

老朽化が激しいため、地元地区と協議した結果、施設の方向性を「用途廃止」と

した。地元の合意が得られたため、R5年度に建物を解体した。

R3年度に令和元年房総台風で被害を受けた屋根修繕を行う。

H30年度に坂田海水浴場を閉鎖したことから、今後、大規模修繕が必要となった

時点で、利用状況を見ながら施設の必要性を検討する。

費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

修繕

修繕

修繕

那古寺境内公衆トイレ

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

16 八幡神社脇公衆トイレ

12 相浜海岸公衆トイレ

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

施設名称 計画期間

施設方向性（R4～R13）

9 新井海岸公衆トイレ

実施年度

施設方向性（R4～R13）

13 布良海岸公衆トイレ

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

14 船形堂の下公衆トイレ

10

➁維持保全（維持修繕）

施設方向性（R4～R13） ⑤用途廃止（解体・売却）

➁維持保全（維持修繕）
施設の状態は比較的良好のため、「維持保全（維持修繕）」とする。

築年数は経過しているが、今後も維持補修を行い、良好な状態での施設運営を目

指す。

R2年度にトイレの洋式化及び内装改修等を実施したことから、今後は良好な状態

を保つため、適正な維持修繕を行っていく。

築年数は経過しているが、今後も維持修繕を行い、良好な状態での施設運営を目

指す。

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

15

10 波左間海岸公衆トイレ

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

備考

施設の状態は比較的良好のため、「維持保全（維持修繕）」とする。

R30年度に相浜海水浴場を閉鎖したが、比較的新しい公衆トイレのため、維持補

修を行い、良好な状態での施設運営を目指す。

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

施設の状態は比較的良好のため、「維持保全（維持修繕）」とする。

比較的新しい公衆トイレのため、維持修繕を行い、良好な状態での施設運営を目

指す。

施設の状態は比較的良好のため、「維持保全（維持修繕）」とする。

比較的新しい公衆トイレのため、維持修繕を行い、良好な状態での施設運営を目

指す。

➁維持保全（維持修繕）

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

概算費用（千円）

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

11 坂田海岸公衆トイレ

修繕

修繕

修繕

修繕



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 65 100 100 100 100 100 100 100 765

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

検討 建物解体

0 62 111 0 11,957 12,130

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 315 100 100 100 100 100 100 100 1,015

施設方向性（R4～R13） ⑤用途廃止（解体）

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）
洲崎灯台の入口近くにある本公衆トイレは、施設の状態は比較的良好のため、

「維持保全（維持修繕）」とする。

比較的新しい公衆トイレのため、維持修繕を行い、良好な状態での施設運営を目

指す。

シロアリ被害が著しいことが判明し、R7年1月からトイレの使用を禁止してい

る。地元区⾧と関係事業者から解体の了解を得られたため、施設の方向性を「用

途廃止」とし、解体を行う。

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

11

備考

➁維持保全（維持修繕）

ふれあいショップ平砂浦脇公衆トイレ

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

17 洲崎公衆トイレ

18 平砂浦公衆トイレ

実施年度 費用 計

（10年間）対策内容

概算費用（千円）

19

ふれあいショップ平砂浦脇にある本公衆トイレは、R3年度に令和元年房総台風で

被害を受けた外壁修繕を行い、施設の状態は比較的良好のため、「維持保全（維

持修繕）」とする。

築年数は経過しているが、今後も維持補修を行い、良好な状態での施設運営を目

指す。

施設方向性（R4～R13）

施設名称 計画期間

修繕

修繕

修繕



12 

 

第５章 計画の継続的運用方針等                                              

 

１ 維持管理の項目・手法等                               

 

施設を適切に管理するために、修繕等の工事、法定点検だけではなく、日常的な点検を定期的

に実施し、施設の維持管理水準の向上に努めます。劣化状況を常日頃より把握し、必要に応じて

本計画に反映していきます。 

 

点検種類 内容 頻度 担当者 

日常点検 建築物や設備、工作物

の状況把握、清掃等 

定期的に実施 施設所管課担当者 

法定点検 

 

法令等に基づく内容 

 

各種周期に基づく 専門業者 

 

２ 施設データの整備と活用                                

 

 施設老朽化、財政状況、人口減少や利用者ニーズ等の変化に対応するため、施設の利用状況や

点検状況、コスト、修繕履歴等について、把握することとします。 

  



13 

 

３ 推進体制について                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共施設等総合管理計画において定めた推進体制に基づき、本計画を着実に推進していくため、

維持管理や点検・施設利用データ等の把握を行う施設所管課（担当課）と計画の進捗管理を行う

企画課が連携を図ります。 

庁内連携体制 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈観光みなと課〉 

施設の維持管理（点検・修繕等） 

データ把握、老朽化対策 

〈企画課〉 

公共施設等総合管理計画 

・個別施設計画 進捗管理 

連携 

 

●  全庁情報共有  ⇒  

 

●  重要事項決定  ⇒  行財政改革推進本部  

   本部長（市長）  副本部長（副市長）  

   本部員（各部長級）  

総合政策部  

企画課  
関係部署  相互協力  

による実行  

推  進  体  制  



 

 

４ 計画の見直し等について                                

 

≪計画見直しの実施時期等について≫ 

計画見直しの実施時期については、計画期間の 5 年目となる令和８年度（2026 年度）に全体見

直しを行い、改訂を実施する予定です。 

なお、改訂時期に関わらず、工程の変更や施設方向性に変更があった場合などは、随時反映す

ることとし、次項に履歴を記録することとします。 

 

 

 
 

５ 変更、改訂等履歴                                   

 

変更（改訂）等年月 内容 備考 

令和３年１２月 ・策定 ― 

令和５年 ６月 
・年次計画表更新（施設の方向性及び概算

費用更新） 
― 

令和６年 ４月 

・本文中施設名称の変更 

・年次計画表更新（施設の方向性及び概算

費用更新、施設名称の変更） 

― 

令和７年１２月 ・年次計画表更新（施設の方向性、概算費

用、備考更新） 

― 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館山市公共施設 個別施設計画 

〈海岸休憩所、公衆トイレ等〉 

 

策定年月   ：令和３年１２月 

 

問い合わせ先 ：館山市経済観光部観光みなと課 

        電話：０４７０―２２―３３４６ 

（直通） 


